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下北地域公共交通総合連携協議会規約（案） 

 

                                             平成２１年１２月２４日制定 

 

（目的） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以

下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、下北地域における地域公共交通

計画（以下「計画」という。）の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整

を行うため、下北地域公共交通総合連携協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、青森県むつ市中央一丁目８番１号に置く。 

 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営方法その他協議会が必要と認めるこ 

  と。 

 

 （組織） 

第４条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長 １人 

(2) 副会長 １人 

(3) 監 事 ２人 

３ 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。 

 

 （会長及び副会長） 

第５条 会長及び副会長は、委員の中から、これを選任する。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長 

が欠けたときは、会長の職務を代理する。 

 

 （監事）  

第６条  監事は、委員の中から、会長が指名する。  

２  監事は、協議会の会計監査を行う。  

３  監事は、監査の結果を会議において、報告しなければならない。  

 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

資料１ 



 

- 2 - 

３ 会議の議決方法は、出席委員（代理人を含む。）の過半数の同意をもって決し、

可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 会議は、書面にて協議することができる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑

な議事に支障が生じると認められる会議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、 

又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。 

７ 会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対

する書面での報告事項として処理できるものとする。 

８ 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊 

重しなければならない。 

 

 （幹事会） 

第９条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議 

会に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （分科会） 

第１０条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査又は検討を行うため、必

要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、むつ市企画政策部交通政策課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に関する経費は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入 

をもって充てる。 

 

 （財務に関する事項） 

第１３条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別 

に定める。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第１４条 委員は、会議に出席したときは、学識経験者にあっては、報酬及び費用の

弁償を受けることができ、その他の者にあっては費用の弁償を受けることができる。

ただし、国及び地方公共団体の常勤の特別職の職員又は一般職の職員並びに交通事

業関係団体から選出された委員については、これを支給しない。 

２ 報酬及び費用弁償の額及び支給方法等は、むつ市特別職の職員で非常勤のものの
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報酬及び費用弁償に関する条例（平成６年むつ市条例第１号）別表に掲げる総合開

発審議会委員の例による。 

 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、 

会長であった者がこれを決算する。 

 

 （委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長 

が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２１年１２月２４日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２９年５月２３日から施行する。  
   附 則  
この規約は、令和２年５月２２日から施行する。  
  附 則  
この規約は、令和 年 月 日から施行する。  
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別表（第４条関係） 

区  分 委       員 

法第６条第２項

第１号の委員 
むつ市企画政策部長 

大間町企画経営課長 

東通村企画課長 

風間浦村企画政策課長 

佐井村総合戦略課長 

法第６条第２項

第２号の委員 
東日本旅客鉄道株式会社大湊駅長 

ジェイアールバス東北株式会社青森支店大湊支所長 

下北交通株式会社専務取締役 

有限会社むつ車体工業バス事業部長 

有限会社脇野沢交通代表取締役 

株式会社尻屋観光業務・運行部長 

シィライン株式会社代表取締役 

むつ湾フェリー株式会社代表取締役 

津軽海峡フェリー株式会社大間支店長 

むつ市タクシー協会会長 

下北郡タクシー協会会長 

下北地域県民局地域整備部企画整備課長 

下北地域県民局地域整備部道路施設・高規格道路建設課長 

下北地域県民局地域農林水産部下北地方漁港漁場整備事務所管理課長 

法第６条第２項

第３号の委員 
むつ警察署交通課長 

大間警察署交通課長 

むつ市老人クラブ連合会会長 

下北郡老人クラブ連合会会長 

むつ市連合ＰＴＡ会長 

下北郡連合ＰＴＡ会長 

むつ商工会議所会頭 

むつ市川内町商工会理事 

大畑町商工会会長 

大間町商工会会長 
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東通村商工会会長 

風間浦村商工会会長 

佐井村商工会会長 

一般社団法人しもきたＴＡＢＩあしすと事務局長 

学識経験者 

東北運輸局青森運輸支局首席運輸企画専門官  

下北地域県民局地域連携部副参事 

青森県企画政策部交通政策課長 

青森県交通運輸産業労働組合協議会 

下北交通労働組合執行委員長 

むつ市都市整備部政策推進監 

青森県立田名部高等学校長 

むつ市教育委員会事務局政策推進監 

大間町教育委員会事務局教育課長 

東通村教育委員会事務局参事・教育次長 

風間浦村教育委員会事務局教育課長 

佐井村教育委員会事務局生涯学習課長 
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下北地域公共交通総合連携協議会規約 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（目的） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第

５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、下北地域

における地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成に関する協

議及び計画の実施に係る連絡調整を行うため、下北地域公共交通総合連

携協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務 

  を行う。 

(1)計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2)計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3)計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4)前各号に掲げるもののほか、協議会の運営方法その他協議会が必要 

  と認めること。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長

が議長となる。 

２ （略） 

３ 会議の議決方法は、出席委員（代理人を含む。）の過半数の同意をも 

 て決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 会議は、書面にて協議することができる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公

正かつ円滑な議事に支障が生じると認められる会議については、非公開

（目的） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第

５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、下北地域

における地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の作

成に関する協議及び網形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、下北

地域公共交通総合連携協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務 

 を行う。 

(1)網形成計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2)網形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3)網形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4)前各号に掲げるもののほか第１条の目的を達成するために必要なこ 

   と。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長

が議長となる。 

２ （略） 

３ 会議の議決方法は、出席委員の過半数の同意によってこれを決するも 

 のとする。 

 

４ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公

正かつ円滑な議事に支障が生じると認められる会議については、非公開

資料２ 
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で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料

を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。 

７ 会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、

各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。 

８ 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が 

 別に定める。 

 

別表（第４条関係） 

区  分 委       員 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 １ 号

の委員 

むつ市企画政策部長 

大間町企画経営課長 

東通村企画課長 

風間浦村企画政策課長 

佐井村総合戦略課長 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 ２ 号

の委員 

東日本旅客鉄道株式会社大湊駅長 

ジェイアールバス東北株式会社青森支店大湊支所長 

下北交通株式会社専務取締役 

有限会社むつ車体工業バス事業部長 

有限会社脇野沢交通代表取締役 

株式会社尻屋観光業務・運行部長 

シィライン株式会社代表取締役 

で行うものとする。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料

を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。 

 

 

６ 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が 

 別に定める。 

 

別表（第４条関係） 

区  分 委       員 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 １ 号

の委員 

むつ市長又はその指名する者 

大間町長又はその指名する者 

東通村長又はその指名する者 

風間浦村長又はその指名する者 

佐井村長又はその指名する者 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 ２ 号

の委員 

東日本旅客鉄道株式会社大湊線営業所の代表者 

ジェイアールバス東北株式会社大湊営業所の代表者 

下北交通株式会社の代表者 

 

 

 

シィライン株式会社の代表者 



- 3 - 

むつ湾フェリー株式会社代表取締役 

津軽海峡フェリー株式会社大間支店長 

むつ市タクシー協会会長 

下北郡タクシー協会会長 

下北地域県民局地域整備部企画整備課長 

 

下北地域県民局地域整備部道路施設・高規格道路建設

課長 

下北地域県民局地域農林水産部下北地方漁港漁場整備

事務所管理課長 

 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 ３ 号

の委員 

むつ警察署交通課長 

大間警察署交通課長 

 

むつ市老人クラブ連合会会長 

下北郡老人クラブ連合会会長 

むつ市連合ＰＴＡ会長 

下北郡連合ＰＴＡ会長 

むつ商工会議所会頭 

むつ市川内町商工会理事 

大畑町商工会会長 

大間町商工会会長 

むつ湾フェリー株式会社の代表者 

 

青森県タクシー協会むつ支部の代表者 

青森県タクシー協会下北支部の代表者 

道路管理者又はその指名する者 

（下北地域県民局地域整備部） 

 

 

港湾管理者又はその指名する者 

（下北地域県民局地域農林水産部下北地方漁港漁場整備

事務所） 

法 第 ６ 条 第

２ 項 第 ３ 号

の委員 

むつ警察署の代表者 

大間警察署の代表者 

青森県地域婦人団体連合会下北地区ブロックの代表者 

むつ市老人クラブ連合会の代表者 

下北郡老人クラブ連合会の代表者 

むつ市連合ＰＴＡの代表者 

下北郡連合ＰＴＡの代表者 

むつ商工会議所及び各商工会の代表者 
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東通村商工会会長 

風間浦村商工会会長 

佐井村商工会会長 

一般社団法人しもきたＴＡＢＩあしすと事務局長 

学識経験者 

東北運輸局青森運輸支局首席運輸企画専門官 

下北地域県民局地域連携部副参事 

青森県企画政策部交通政策課長 

青森県交通運輸産業労働組合協議会 

下北交通労働組合執行委員長 

むつ市都市整備部政策推進監 

青森県立田名部高等学校長 

むつ市教育委員会事務局政策推進監 

大間町教育委員会事務局教育課長 

東通村教育委員会事務局参事・教育次長 

風間浦村教育委員会事務局教育課長 

佐井村教育委員会事務局生涯学習課長 

 

 

 

 

 

下北観光協議会の代表者 

学識経験者 

東北運輸局青森運輸支局長又はその指名する者 

下北地域県民局地域連携部長又はその指名する者 
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下北地域公共交通総合連携協議会事務局規程（案） 

 

                                          平成２１年１２月２４日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、下北地域公共交通総合連携協議会規約第１１条の規定に基づき、

下北地域公共交通総合連携協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 協議会の会議に関すること 

(2) 協議会の資料作成に関すること 

(3) 協議会の庶務に関すること 

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

 

 （職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、むつ市交通政策課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、むつ市交通政策課の職員をもって充てる。 

 

 （専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重 

要と認められる事項については、この限りではない。 

(1) 事務局の運営に関すること 

(2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること 

(3) 物品及び現金の出納に関すること 

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること 

 

 （文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な 

事項は、むつ市において定められている文書の取り扱いの例による。 

 

 （公印の取扱い） 

第６条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、 

個数及び管理者は、別表のとおりとする。 

 

 （委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１２月２４日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和  年  月  日から施行する。 

資料３ 
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別表（第６条関係） 

名 称 形  状 書 体 寸法(mm) 用 途 
個 

数 
管理者 

 
下北地域 
公共交通 
総合連携 
協議会会 
長の印 

  
てん書 

 
18×18 

 
会長名を 
もって発 
する文書 

 
１ 

 
事務 
局長 

 
下北地域公共 

交通総合連携 

協議会長之印 

 

 

 

 

 



下北地域公共交通総合連携協議会事務局規程 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

 （職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、むつ市交通政策課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、むつ市交通政策課の職員をもって充てる。 

 

 （職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、むつ市企画課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、むつ市企画課の職員をもって充てる。 

 

資料４ 
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下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱（案） 

 

平成２６年 ２月２８日制定 

平成２８年 ４月１１日改正 

平成２９年 ３月２７日改正 

平成２９年１１月１０日改正 

令和  年  月  日改正 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、下北地域の交通事故の減少及び公共交通の利用促進を目的と

し、高齢者をはじめとする運転免許証を自主返納する者を支援するため、下北地

域高齢者等運転免許証自主返納支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 運転免許証 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条第１項に規

定する運転免許証であって、有効期間内であるものをいう。 

 ⑵ 自主返納 道路交通法第１０４条の４第１項の規定により、全ての免許の取

消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。 

 ⑶ 運転経歴証明書 道路交通法第１０４条の４第５項に規定する運転経歴証明

書をいう。 

 ⑷ 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府

令第６０号）第３０条の９第４項の通知書をいう。 
 （支援内容） 

第３条 下北地域公共交通総合連携協議会会長（以下「会長」という。）は、次条

の対象者に対して、別表に掲げるバス事業者（以下「事業者」という。）の切符

又は定期券（以下「切符等」という。）の購入費用を助成する。 

２ 助成限度額は、５，０００円とする。 

３ 助成は、対象者本人に対し１回に限る。 

 （対象者） 

第４条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 自主返納を行った日、運転経歴証明書の交付を受けた日及び助成の申請を行

う日現在で、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づきむつ市又は

下北郡内町村の住民基本台帳に記録されている者 

 ⑵ 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通

資料５ 
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知書の交付を受けた者 

 （申請方法、支払等） 

第５条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、下北地域高齢者

等運転免許証自主返納支援事業申請書（様式第１号）に運転経歴証明書の写し又

は申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて、会長に申請しなければなら

ない。 

２ 前項の規定による申請は、助成を受けようとする会計年度の３月３１日までに

行わなければならない。 

３ 会長は、前項の申請が適正であると認める場合は、申請者に下北地域高齢者等

運転免許証自主返納支援事業資格者証（以下「資格者証」という。）（様式第２

号）を交付するものとする。 

４ 資格者証の有効期限は、交付の日から助成を受けようとする会計年度の３月３

１日までとする。 

５ 申請者は、事業者から切符等を購入する際には、資格者証を事業者に提出しな

ければならない。 

６ 事業者は、申請者が支払うべき切符等の購入費用のうち、下北地域公共交通総

合連携協議会（以下「協議会」という。）が助成する額については、徴収しない

ものとする。 

７ 会長は、前項の規定により事業者が申請者から徴収しなかった切符等の購入費

用について、当該事業者に対して支払うものとする。 

 （請求） 

第６条 事業者は、前条第６項の徴収しなかった額について月ごとに取りまとめ、

請求書（様式第３号）に申請者から提出された資格者証を添えて、翌月１０日ま

でに会長に請求するものとする。 

 （返還） 

第７条 会長は、切符等の購入に係る助成を受ける申請者が提出書類の記載の虚偽

その他不正な行為により助成を受けたときは、助成額分を返還させることができ

る。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 （適用区分） 

第９条 この要綱は制定の日から施行し、平成２６年４月１日以後に運転免許証を  

 自主返納した者について適用する。 
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別表 

 

バス事業者名 住  所 

下北交通株式会社 むつ市金曲一丁目８番１２号 

ジェイアールバス東北株式会社青森支店大

湊支所 
むつ市大平町２番３号 

有限会社脇野沢交通 むつ市脇野沢桂沢１３３番地４ 

有限会社むつ車体工業 むつ市南赤川町１０番２５号 
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様式第１号（第５条関係）  

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業申請書  

 

 

 私は、青森県公安委員会に運転免許証を自主返納しましたので、次のとおり関係

書類を添えて申請します。  

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様  令和  年  月  日  

申 
 

請 
 

者 

住  所  
 

電話：            

ふりがな  

氏  名  

 

                              

生年月日  明治 ・ 大正  ・ 昭和   年   月   日  

 

※添付書類 ・運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許の取消通知書の写し 

                                           

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証受領書  

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様  

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証を受領しました。  

 

      受領年月日   令和   年   月   日  

 

氏   名                       
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様式第２号（第５条関係）  
 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証  
 

 次の者は、下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業の対象者であることを

証明する。  
 

住  所   

氏  名    

生年月日  明治・大正・昭和   年   月   日  

有効期限        令和   年   月   日  

 
令和  年  月  日発行  

 
下北地域公共交通総合連携協議会 会長 印   

 
 ※ ・資格者証の有効期限は、発行日から助成を受けようとする会計年度の３月 
    ３１日までです。  
   ・資格者証は、再発行できません。  
    
                                           

切符等購入証明  
 

購入年月日：令和  年  月  日  
 
切符等金額：          円 （種類： 切符 ・ 定期券 ）  
 
事業者名 ： 下北交通(株) ・ ＪＲバス東北(株)青森支店大湊支所  
        
       (有)脇野沢交通 ・ (有)むつ車体工業  
 
購入者氏名：                       

 
 代理人氏名：             続柄：    電話：             



- 6 - 

様式第３号（第６条関係） 

 

 

請求書 

 

 

  下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 

 

 

                    事業者名 

                    住   所 

                    代表者氏名 

 

 

金         円 

 

 

 下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業に係る切符等購入助成額分として

上記金額を請求します。（令和  年  月分） 

 

 

 添付書類 ○様式第２号下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証 

      ○様式第３号別紙請求内訳 

 

振込先 
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様式第３号別紙（第６条関係） 

 

請求内訳  

 

No 購入者氏名 生年月日 切符等価格 受取済額 請求金額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合計（  件）    
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下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、下北地域の交通事故の減少及び公共交通の利用促進

を目的とし、高齢者をはじめとする運転免許証を自主返納する者を支

援するため、下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業（以下

「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （支援内容） 

第３条 下北地域公共交通総合連携協議会会長（以下「会長」という。）

は、次条の対象者に対して、別表に掲げるバス事業者（以下「事業

者」という。）の切符又は定期券（以下「切符等」という。）の購入

費用を助成する。 

２ 助成限度額は、５，０００円とする。 

３ 助成は、対象者本人に対し１回に限る。 

 （対象者） 

第４条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 自主返納を行った日、運転経歴証明書の交付を受けた日及び助成の

申請を行う日現在で、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

に基づきむつ市又は下北郡内町村の住民基本台帳に記録されている

者 

 ⑵ 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書又は申請による運転免許

下北地域公共交通総合連携協議会高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少及び公共交通の利用促進を

目的とし、高齢者の運転免許証の自主返納を支援するため、下北地域公

共交通総合連携協議会高齢者運転免許証自主返納支援事業（以下「事

業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （支援内容） 

第３条 下北地域公共交通総合連携協議会会長（以下「会長」という。）

は、次条の対象者に対して、別表に掲げるバス事業者（以下「事業者」

という。）の切符又は定期券（以下「切符等」という。）の購入費用を

助成する。 

２ 助成金の額は、５，０００円を上限とする。 

３ 助成金の交付は、対象者本人に対し１回に限る。 

 （対象者） 

第４条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 自主返納を行った日、運転経歴証明書の交付を受けた日及び助成金

の交付の申請を行う日現在で、住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）に基づきむつ市又は下北郡内町村の住民基本台帳に記録さ

れている７０歳以上の者 

 ⑵ 運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者 

資料６ 
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の取消通知書の交付を受けた者 

 （申請方法、支払等） 

第５条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、下北地

域高齢者等運転免許証自主返納支援事業申請書（様式第１号）に運転

経歴証明書写し又は申請による運転免許の取消通知書の写しを添え

て、会長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、助成を受けようとする会計年度の３月３１

日までに行わなければならない。 

３ 会長は、前項の申請が適正であると認める場合は、申請者に下北地域

高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証（以下「資格者証」と

いう。）（様式第２号）を交付するものとする。 

４ 資格者証の有効期限は、交付の日から助成を受けようとする会計年度

の３月３１日までとする。 

５ 申請者は、事業者から切符等を購入する際には、資格者証を事業者に

提示しなければならない。 

６ 事業者は、申請者が支払うべき切符等の購入費用のうち、下北地域公

共交通総合連携協議会（以下「協議会」という。）が助成する額につ

いては、徴収しないものとする。 

７ 会長は、前項の規定により事業者が申請者から徴収しなかった切符等

の購入費用について、当該事業者に対して支払うものとする。 

 

 

 （請求） 

 

 （申請方法、支払等） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者運転免許証自主返納

支援事業申請書（様式第１号）に運転経歴証明書の写しと申請による運

転免許の取消通知書の写しを添えて、会長に申請しなければならない。 

 

２ 前項の規定による申請は、平成３０年３月３１日までに行わなければ

ならない。 

３ 会長は、前項の申請が適正であると認める場合は、申請者に高齢者運

転免許証自主返納支援事業資格者証（以下「資格者証」（様式第２号）

という。）を交付するものとする。 

４ 資格者証の有効期限は、交付の日から１年以内とする。 

 

５ 申請者は、事業者から切符等を購入する際には、運転経歴証明書を提

示するとともに、資格者証を事業者に提示しなければならない。 

６ 事業者は、申請者が支払うべき切符等の購入費用のうち、下北地域公

共交通総合連携協議会（以下「協議会」という。）が助成する額に相当

する額については、徴収しないものとする。 

７ 会長は、前項の規定により事業者が申請者から徴収しなかった切符等

の購入費用については、協議会と事業者との間の代理受領委任契約に基

づき、当該申請者への助成金の交付に代えて、当該事業者に対して支払

うものとする。 

 （助成金の請求） 
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第６条 事業者は、前条第６項の徴収しなかった額について月ごとに取り

まとめ、請求書（様式第３号）に申請者から提出された資格者証を添

えて、翌月１０日までに会長に請求するものとする。 

 （返還） 

第７条 会長は、切符等の購入に係る助成を受ける申請者が提出書類の記

載の虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成額分を返

還させることができる。 

 

別表 

バス事業者名 住  所 

下北交通株式会社 むつ市金曲一丁目８番１２号 

ジェイアールバス東北株式会社青森

支店大湊支所 
むつ市大平町２番３号 

有限会社脇野沢交通 むつ市脇野沢桂沢１３３番地４ 

有限会社むつ車体工業 むつ市南赤川町１０番２５号 

 

 

 

 

 

第６条 事業者は、前条第６項の徴収しなかった額について月ごとに取り

まとめ、請求書（様式第３号）に申請者から提出された資格者証を添え

て、翌月１０日までに会長に請求するものとする。 

 （返還） 

第７条 会長は、切符等の購入に係る助成を受ける申請者が提出書類の記

載の虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金

の全部を返還させることができる。 

 

別表 

バス事業者名 住  所 

下北交通株式会社 むつ市金曲一丁目８番１２号 

ジェイアールバス東北株式会社大湊

営業所 
むつ市大平町２番３号 

有限会社脇野沢交通 むつ市脇野沢桂沢１３３番地４ 

有限会社むつ車体工業 むつ市南赤川町１０番２５号 
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様式第１号（第５条関係） 

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業申請書 

 

 

 私は、青森県公安委員会に運転免許証を自主返納しましたので、次のと

おり関係書類を添えて申請します。 

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 令和  年  月  日 

申 
 

請 
 

者 

住  所 

 

 

            電話： 

ふりがな 

氏  名 

 

 

 

生年月日 明治・大正・昭和 年 月 日 

 

 ※添付書類 ・運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許の取消 

        通知書の写し    

                                           

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証受領書 

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証を受領しまし

た。 

 

      受領年月日  令和  年  月  日 

 

氏   名                 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書 

 

 

 私は、青森県公安委員会に運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の

交付を受けましたので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 平成  年  月  日 

申 
 

請 
 

者 

住  所 

 

 

            電話： 

ふりがな 

氏  名 

 

 

                    ㊞ 

生年月日 明治・大正・昭和 年 月 日 性別 男・女 

 

 ※添付書類 ・運転経歴証明書の写し 

       ・申請による運転免許の取消通知書の写し 

                                           

 

高齢者運転免許証自主返納支援事業資格者証受領書 

 

下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 

 

高齢者運転免許証自主返納支援事業において、次のとおり高齢者運転免

許証自主返納支援事業資格者証を受領しました。 

 

         受領年月日  平成  年  月  日 

 

氏   名              ㊞  
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様式第２号（第５条関係） 

 

下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業資格者証 

 

 次の者は、下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業の対象者であ

ることを証明する。 

 

住  所  

氏  名   

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日 

有効期限       令和   年   月   日 

 

             令和  年  月  日発行 

 

                         下北地域公共交通総合連携協議会 会長 印  

 

 ※ ・資格者証の有効期限は、発行日から助成を受けようとする会計年 

    度の３月３１日までです。 

   ・資格者証は、再発行できません。 

  

                                           

切符等購入証明 

 

 購入年月日：令和  年  月  日 

 

 切符等金額：           円（種類： 切符 ・ 定期券 ） 

 

 事業者名 ：下北交通(株)   ・ ＪＲバス東北(株)青森支店大湊支所 

      (有)脇野沢交通 ・ (有)むつ車体工業 

 

購入者氏名：                               

 代理人氏名：          続柄：   電話：             

様式第２号（第５条関係） 

 

高齢者運転免許証自主返納支援事業資格者証 

 

 次の者は、高齢者運転免許証自主返納支援事業の対象者であることを証

明する。 

 

住  所  

氏  名   

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日 

有効期限       平成   年   月   日 

 

             平成  年  月  日発行 

 

                         下北地域公共交通総合連携協議会 会長 印  

 

 ※ ・資格者証の有効期限は、発行日から１年以内です。 

   ・資格者証は、再発行できません。 

   ・切符等を購入する際には、運転経歴証明書を提示してください。 

 

                                           

切符等購入証明 

 

 購入年月日：平成  年  月  日 

 

 切符等金額：           円（種類： 切符 ・ 定期券 ） 

 

 事業者名 ：下北交通(株)   ・ ＪＲバス東北(株)大湊営業所 

      (有)脇野沢交通  

 

購入者氏名：                               

 代理人氏名：          続柄：   電話：             
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様式第３号（第６条関係） 

 

 

 

請求書 

 

 

 

 下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 

 

 

                   事 業 者 名 

                   住   所 

                   代表者氏名 

 

 

 

金         円 

 

 

 

 下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事業に係る切符等購入助成額

分として上記金額を請求します。（令和  年  月分） 

 

 

 

 添付書類  ○様式第２号下北地域高齢者等運転免許証自主返納支援事 

        業資格者証 

       ○様式第３号別紙請求内訳 

 

振込先 

 

 

   

様式第３号（第６条関係） 

 

 

 

請求書 

 

 

 

 下北地域公共交通総合連携協議会 会長 様 

 

 

                   事 業 者 名 

                   住   所 

                   代表者氏名 

 

 

 

金         円 

 

 

 

 高齢者運転免許証自主返納支援事業に係る切符等購入助成金として上記

金額を請求します。（平成  年  月分） 

 

 

 

 添付書類  ○資格者証 

 

       ○様式第３号別紙 

 

振込先 

 

 

   

 


